
 

公正取引委員会四国支所では、下請取引を行っている事業者（発注者及び受注者）の方向け

にオンラインによる下請法の講習会を実施します。 

今回は型取引に関する下請法遵守のポイントにフォーカスした内容を説明します。 

 

日時 令和７年２月２０日（木）１０：３０～１１：３０ 

（受講にはインターネット回線が必要です。） 

費用 無料 （インターネット通信料金は負担願います。） 

 

申込期限 令和７年１月３１日（金）正午 

 

お申し込み方法 下記ＵＲＬ又は２次元バーコードから、公正取引委員会ホームページ内

にある講習会申込フォームにアクセスしていただき、お申し込みください。  

定員（２００回線）になり次第募集を締め切らせていただきます。 

       https://www.jftc.go.jp/training/780/shitauke.html 

 

 

 

注意事項 

お申込みいただいた方には、講習会開催のおおむね 1 週間前に、受講用の Web 会議システム（Webex）

の URL 等を電子メール（shikoku-shitauke1758＠jftc.go.jp）で送信します。 

※当方からの電子メールが受信できるよう受信拒否を解除する等事前対応をお願いします。 

なお、開催２日前になっても URL 等のメール連絡がない場合は、下記問い合わせ先まで御連絡ください。 

 

問い合わせ先  公正取引委員会四国支所 下請課 

電話 ０８７－８１１－１７５８ 

 

  

 

公正取引委員会イメージキャラクタ― 
「どっきん」 

～「オンライン下請法講習会」のご案内～ 

（型取引の下請法上の考え方） 

https://www.jftc.go.jp/training/780/shitauke.html

